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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎君） 会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（君島一郎君） 日程第１、会派代表質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 中 村 芳 隆 君 

○議長（君島一郎君） 那須塩原21代表、14番、中

村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 皆さん、おはようござい

ます。議席番号14番、中村芳隆であります。会派

那須塩原21を代表いたしまして、通告にしたがい

まして、順次質問していきたいと思います。 

  １、合併特例法による財政優遇措置の検証と今

後の財政運営について。 

  地方分権の推進、少子高齢化社会の進展、国、

地方を通じた財政の悪化等、地方行政を取り巻く

情勢が大きく変化する中、市町村行政サービスの

維持・向上を唱えつつ平成の大合併は進められ、

那須塩原市も誕生いたしました。 

  国策による平成の大合併は、地方分権一括法及

び市町村合併の特例に関する法律（以下、合併特

例法）に基づく合併促進のための施策拡充により、

一気に進展を見ることとなったわけでありますが、

その是非はともかく、本市も合併５年目の決算を

迎え、財政面からの合併優遇措置の検証と、特例

期間終了後の財政運営への課題の抽出とともに、

その準備を進めるべきときと考えることから伺う

ものです。 

  ①那須塩原市誕生以来５年間の合併特例法によ

る財政優遇措置の検証を伺う。 

  ア、普通交付税による措置について 

  イ、特別交付税による措置について 

  ウ、合併特例債による措置について 

  エ、その他補助金による措置について 

  ②財政優遇措置による事業、行政運営の有益性

を含め、５年間の合併効果としての総括を伺う。 

  ③合併特例債活用による今後の事業について伺

う。また、償還についても伺う。 

  ④普通交付税の合併算定替終了時の試算及び激

変緩和措置５年間の試算を伺う。 

  ⑤合併特例法による財政優遇措置終了後の財政

運営の課題及びその対策と、これらを踏まえた中

長期の財政計画策定の必要性への見解と方針を伺

う。 

  第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 14番、那須塩原21、中村芳

隆議員の会派代表質問にお答えをいたします。 

  １の合併特例法による財政優遇措置の検証と今

後の財政運営についての補てんについてお答えを

いたします。 

  ①の財政優遇措置の検証について、アの普通交
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付税による措置につきましては、合併算定替によ

り平成17年度から平成22年度までの６年間で71億

233万2,000円、合併補正により平成17年度から21

年度までの５年間で８億3,841万4,000円、合わせ

て79億4,074万6,000円の財政優遇措置を受けてお

ります。 

  次に、イの特別交付税による措置につきまして

は、合併市町村への支援と移行経費に対する支援

として、平成17年度から平成19年度までの３年間

で９億1,227万円の支援措置を受けております。 

  次に、ウの合併特例債による措置につきまして

は、合併年度、それに続く10カ年度が活用期間と

なっており、新市建設計画に位置づけられた事業

や市町村振興のための基金造成の財源として、合

併特例債の発行が認められております。これまで

に35事業に約182億円の合併特例債を発行いたし

ております。 

  次に、エのその他補助金による措置につきまし

ては、新市建設計画に基づく事業に対する補助金

である合併推進体制整備費補助金として、平成16

年度から平成19年度までの４年間で10億5,000万

円の措置を受けております。 

  続きまして、②の財政優遇措置による事業、行

政運営の有益性を含め、５年間の合併効果につき

ましてお答えをいたします。 

  平成17年１月の合併以来、これまで新市建設計

画に位置づけられた各種事業を効率的、効果的、

計画的に実施をしてまいりました。 

  合併特例による財政的な優遇措置として、先ほ

ど申し上げました財政優遇措置のアからエまでの

合計額で309億円を超える財源の確保が実現され、

市民の一体感の醸成や地域の均衡ある発展に大き

な効果があったものと考えております。 

  次に、③合併特例債活用による今後の事業と償

還についてお答えをいたします。 

  本市の合併特例債発行限度額は、約383億円で、

平成22年度までの５年間に182億円を活用し、約

47％の執行率となっております。 

  今後につきましては、新市建設計画事業を基本

に、現在策定を進めております那須塩原市総合計

画後期計画に位置づけられた事業を対象に活用し

ていきたいと考えております。 

  合併特例債は、充当率95％、元利償還金の70％

が普通交付税措置がされる大変有利な制度です。

しかし、あくまでも借金でありますので、元利償

還金が後年度の財政運営を過度に圧迫することの

ないように、中長期的な財政状況を勘案し、計画

的で適切な発行を行っていきたいと考えておりま

す。 

  次に、④普通交付税の合併算定替終了時の試算

及び激変緩和措置５年間の試算につきまして、お

答えをいたします。 

  合併算定替対象期間が終了する平成32年度にお

きましては、これまでの一本算定と合併算定替と

の比較から、普通交付税で約10億円以上の減額と

なることが予想されております。なお、今年度の

普通交付税の決定額から試算した場合、平成26年

度までにおおむね60億円程度の特例措置を受けら

れるものと考えております。また、激変緩和措置

期間の平成27年度から平成31年度までについては、

約30億円の措置が見込めるものと考えております。 

  次に、⑤合併特例法による財政優遇措置終了後

の財政運営の課題及びその対策と、これらを踏ま

えた中長期の財政計画策定の必要性への見解と方

針につきまして、お答えをいたします。 

  まず、財政優遇措置期間が終了すると、これま

でのような財源の確保はできなくなります。この

ことが最も大きな財政的な課題と考えております。 

  加えて、少子高齢化と人口の減少、不透明な経

済状況など、先行き不確定な情勢が続くものと考
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えております。 

  このような中で、事務事業の整理合理化、民間

活力の導入などによるコスト縮減などの行財政改

革を一層推進するとともに、予算編成に当たって

も「選択と集中」「重点化と効率化」をますます

図りながら、健全財政運営を維持することが重要

であると考えております。 

  また、合併特例法によるすべての財政優遇措置

が終了する平成32年度までの10年間の財政を展望

して、今後の財政規律の維持と積極的な財源配分

を両立し、健全な財政運営を維持するために、中

長期の財政計画は必要なものと考えております。 

  今後の景気の動向や国・県の政策などを的確に

とらえることはできませんが、今後10年間のおお

よその本市の財政フレームを示すものとして、中

長期計画の策定を本年度中に行いたいと考えてお

ります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） それでは、順次、再質問

をさせていただきたいと思います。 

  まず、①の財政優遇措置の検証についてであり

ますが、詳細、丁寧に算出をしていただき、大変

わかりやすい答弁だったと思います。したがいま

して、概算につきましては十分理解をさせていた

だきましたが、何点かその内容について伺わせて

いただきたいと思います。 

  まず、アの普通交付税による措置に関してであ

りますが、ご答弁をいただいたように合併算定替

と合併補正により措置されることとなっていたわ

けでありまして、合併算定替については６年間で

実に71億円強という金額が示され、改めて大きい

なと感じたところであります。 

  もう一方の合併補正については、合併直後の臨

時的経費に対して、５年間にわたり、普通交付税

の基準財政需要額に算入されるというものであっ

たと思います。金額の算出については、算出式に

基づくものであり、示された約８億4,000万円は

本市規模に合致したものと思われますが、その使

途については名目上、行政水準、住民負担水準の

格差是正と行政の一体化に要する経費として、基

本構想の策定や改定案、コンピューターシステム

の統一、ネットワーク整備等となったと思います。 

  そこで、本市の誕生に際し、対象となった事業、

経費の内容とその事業費、経費の総額をお伺いい

たします。 

  同時に、イの特別交付税とエのその他の補助金

についても、年数と使途についてお伺いをしたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） それでは、普通交付税

の合併補正におきます主な事業、それから事業費、

それから特別交付税、その他の補助金について申

し上げたいと思います。 

  まず、普通交付税における合併補正のことです

けれども、先ほど議員から話がありましたように、

合併直後に必要となる行政の一体化、それから格

差是正、そういうことを目的にしまして、臨時的

な財政措置ということで設けられているものでご

ざいます。 

  本市では、先ほど市長から話がありましたよう

に、平成17年から21年までの５年間ということで

交付されたものでございます。 

  ただ、普通交付税でございますので、特に使途

を明確にするということではありませんが、先ほ

ど申し上げました制度の趣旨ということから主な

事業を申し上げますと、まず、電算システムの統

合、運用というようなことで12億7,000万円ほど

充当しております。また、消防施設費等の整備と
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いうことで３億9,000万円ということでございま

す。それから３つ目としては、小中学校の耐震診

断、これに9,000万円ということで、合わせて20

億円ほどの事業に充当しているということでござ

います。 

  続きまして、特別交付税の関係でございますが、

これにつきましても、普通交付税と同じように一

般財源というふうな形で取り扱っております。た

だ、合併団体に対する財政支援措置というような

ことで特別交付されているものでございますので、

これにつきましても、新市建設計画、これに基づ

く事業に充当しているというようなところでござ

います。 

  主な事業としては、道路整備事業、これに18億

7,000万円。それから西那須野地区のまちづくり

交付金事業、これに対しまして11億円。それから

３つ目として黒磯板室インター整備、これに４億

4,000万円というようなことで、主に新たなまち

づくり事業ということに対して充当しているとい

うようなところでございます。 

  最後に、その他の補助金ということでございま

すけれども、その他の補助金につきましては、国

と、それから県のほうから補助金が出ておりまし

て、国のほうからは合併推進体制整備費補助金と

いうことで４億5,000万円です。それから県のほ

うからは合併特別交付金ということで６億円、あ

わせて10億5,000万円ということでございまして、

これにつきましては、先ほど申し上げましたよう

に平成17年度から19年度ということで、一部繰り

越しもございましたけれども、３年間で交付を受

けているということでございます。 

  その使途につきましては、まず、電算システム、

それから図書館システム、こういったシステムの

改修費に充てておりまして、６億3,000万円とい

うことです。それから庁舎の改修、これに１億

2,000万円ほど充てております。それから、黒磯

文化会館の改修１億7,000万円、小中学校の耐震

診断に8,500万円。それから西那須野の共同調理

場整備、これに１億1,000万円ほど充てていると

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 了解をいたしました。 

  大変大きな事業、経費をかけて、本市がスター

トしたわけでありまして、体制が整うまでの間、

当局の皆さんも本当にご苦労されたことも多々あ

ったことと思います。 

  今、ご答弁をいただいた財政優遇措置は１年限

り、もしくは３年間、５年間に限られたものであ

り、つまりは平成21年度で終了した措置でありま

す。この５年間で予定された、あるいは本市が望

む体制は整ったという解釈でよろしいか、検証と

いう意味で再度ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 合併における財政年度

の件で申し上げますけれども、当初、合併当時に

計画していました新市建設計画に掲げられた事業、

これについては特に大型事業でありますけれども、

そういった事業については５年間の中で集中的に

実施をしてきたというようなところでございます

ので、おおむねその効果があらわれ、計画された、

実施されたというふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 了解しました。 

  ②のところのご答弁でも示されましたように、

今日までに約309億円を超える財源の確保、合併

特例債を除いても実に約127億円の財源が確保さ

れてきた事実は、本市の将来の発展の礎として有

益性が非常に高いものと理解をしたいと思います。
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ということで、②については了解でございます。 

  次に、③の合併特例債の関係ですが、現在まで

に35事業、182億円の発行、約47％の執行率とい

うことでご答弁いただいております。額面的には、

あと200億円の起債が可能なわけであります。そ

こで、今後の活用予定についてでありますが、後

期計画の事業を対象にという答弁がありましたが、

もう少し具体的に、主な事業名と起債額の概算、

もしくは事業費の概算をお示しをいただきたいと

思います。 

  さらに、現時点において、10年間での起債総額

をどのように試算をしているのかもあわせてお示

しをいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 合併特例債の活用、今

後の具体的なということで、10年間での総額の見

込みということについて、まずお答えしたいと思

います。 

  先ほど市長から答弁ありましたように、あくま

でも合併特例債も起債でございますので、まず事

業に充てていく中で、一番有意な起債をしていく

ということでございます。基本的には、後期基本

計画の中にどういう事業が盛り込まれるのかとい

うふうなことから、それにあわせた形で合併特例

債を発行していきたいというふうに考えておりま

す。 

  具体的な事業としては、現在私のほうから答え

ることではないというふうに思いますので、額的

なことだけ少し申し上げますと、現在５年間を経

過しまして、先ほど議員から言いましたように、

383億円に対しまして、182億円ということで

47.7％の執行率ということになっております。 

  それで、平成22年度が約20億円発行する予定で

ございます。20年度20億円ですので、この20億円

掛ける５年ということになりますと、100億円と

いう形になってしまいます。そういうことになる

と、根拠はありませんけれども、１年間を大体18

億円程度に抑えたいというふうに考えておりまし

て、これは平均してでございますが。年度によっ

て、多少差もございますけれども、18億円程度に

抑えられればというふうに思っております。18億

円の５年間ということになりますと、90億円とい

う形になります。180億円に対して90億円プラス

いたしますと、約270億円ということになりまし

て、総額が270億円に対する執行率が70％という

ことでございます。この270億円の根拠はござい

ませんけれども、あくまでも財政試算としては、

この程度に抑えられればというふうに考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 合併特例債、10年間の試

算としましては、およそ７割程度を見込んでいる

とのことで、金額に対しても270億円ぐらいでは

ないかというご答弁でございます。 

  しかし、具体的事業の内容、概算が余りにも明

確でないということは、ちょっと肩すかしを食っ

た感じがいたすところでございます。幾ら後期基

本計画策定前といえども、新市建設計画に基づい

て総合計画があり、あるいは市長のマニフェスト

などからある程度の試算を持っていく必要がある

のではないかと思うわけであります。 

  昨年12月議会において、当会派の代表質問で関

谷前代表が、新庁舎建設と合併特例債の期限とい

うことについてただしておりますが、例えば、こ

の件をどうとらえていくのかというだけで、財源

の問題、大きく変わるわけであります。 

  先ごろ、市長はラジオ、レディオベリーですか、

に出演されまして、この問題に触れておられると



－49－ 

聞いております。改めて、この新庁舎建設につい

て、時期と財源の問題を含めて、市長に伺いたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） それでは、新庁舎の件でご

ざいますけれども、先ほど話がございましたよう

に、昨年の12月の定例会で関谷議員にお答えした

とおりでございまして、合併時に新庁舎につきま

しては、那須塩原駅周辺ですか、おおむね10年の

スパンの中で建設をするという決定事項でござい

ますので、私は後期計画にそれを組み込んでいく

という考えでおります。 

  現時点でございますけれども、当然、後期計画

に入れるということになりますと、そのたたき台

となる基本的なものを検討していかなければなら

ないということで、今、内部でどういうのが望ま

しいのか検討してくれということで、検討させて

いるところでございまして、どういう規模になる

かわからないので、お金のほうが幾らになるとい

うふうな算定等々はできておりませんけれども、

後期計画の中で実施をしていくと。当然、合併特

例債も活用していくという考えを持っております

けれども、庁舎を建設するということになります

と、建設そのものが建物でございますので、耐用

年数45年とか50年とかというものの考え方で進み

ますと、特例債対応が望ましいのか、一般の起債

が望ましいのか、そういう部分も十分検討しなが

ら、財政運営を考慮しながら計画を立てていきた

いというふうに考えておりますので、ご理解をお

願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） よくわかりました。 

  新庁舎建設に関しましては、まちづくりにとり

ましても、財政にとりましても、非常に大きな案

件でありますので、誠意あるプロセスを踏んで頂

いて取り組んでいただきますよう改めて申し上げ

たいと思います。 

  国を初め、いずこの自治体も厳しい財政運営を

強いられている現状からいって、特例債といえど

も借金に変わりはないという認識に立った慎重な

る姿勢については評価するものでありますので、

若干の不安はありますが、特例債の今後の活用計

画については了解ということとしたいと思ってお

ります。 

  それでは、次に、特例債の償還についてであり

ますが、これまで発行した特例債の償還期間の設

定と主な利率、さらに利子償還額の総額と償還の

ピーク年次、並びに最高償還額をお伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 合併特例債の償還期間

についてお尋ねでございますので、お答えしたい

と思います。 

  合併特例債につきましては、基本的には10年間

の特例措置ということがありますので、償還につ

いても10年間でというふうに基本的には考えてお

ります。ただ、那須クリーンセンターとか、そう

いった耐久性が多くなるものというようなものに

ついては、10年間ではなくて、例えば15年間とか

いうような形で償還については考えているという

ようなところでございます。 

  利率につきましては、例えば、合併特例債を４

つに分割して、４つの金融機関から借り入れをす

るというようなことで、入札制度でやっておりま

すので、そういう中で言いますと、21年度の利率

は1.117％、それから20年度については1.356％で

す。19年度については1.516％というふうなとこ
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ろが利率というようなところでございます。 

  それから、償還のピークがいつごろになるのか

ということでございますが、償還のピークについ

ては、現在のところ平成23年、24年、これが償還

のピークになるのではないかというふうに思って

おりまして、特に額的には23年の償還額が55億

9,600万円でございまして、24年が56億100万円と

いうことで、この時期が一番、合併特例債だけじ

ゃなくて普通債もあわせてですけれども、償還の

公債費のピークになる年度ではないかというふう

に考えております。これ以降は、今後の事業によ

りますけれども、なだらかな形で下がっていくよ

うな設計にはなっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 特例債の償還につきまし

ては、現在のところ、10年物と15年物を組んでい

るということであり、償還のピーク年次につきま

しては、ただいま答弁のように23年、24年ごろと

いうことで、もちろんほかの市債の償還も含め、

なるべく均等な公債費を意識しているものと理解

をいたします。 

  そこで、④の一本算定となる平成32年以降は、

10億円以上の交付税の減額が想定されている中で、

これらの償還も踏まえた財政運営方針、財政確保

に向けた現在考えられる手法、今後の取り組みを

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 30年以降の財政運営と

財源確保ということでお尋ねですので、お答えし

たいと思います。 

  まず、この平成の合併、その１つの要因として

は、自治体の財政危機というのが１つの要因とし

てあったわけでございます。とりわけて政府の地

方財政計画を圧縮ということで、地方交付税の減

額というのは、どちらかというと小規模団体に大

変大きな影響が与えるという制度だったというふ

うに思っております。 

  ただ、だからといって、今、合併を経過５年し

て感じることは、ただ合併をすれば、それでは財

政運営がよくなるのかということではないという

ふうに思っています。ただいま市長が申し上げま

した合併優遇措置300億円の、そういった優遇措

置をいかに活用できるかというのが、一番財政運

営上、必要なことだというふうに考えております。 

  そういうことであれば、財政優遇措置がある10

年間の中で、いかに行財政改革を進めていって、

事業費の見直しを行って、より早く那須塩原市本

来の財政のフレームといいますか、身の丈に合っ

た事業を行っていくということが一番必要なんで

はないかというふうに思っております。 

  その中で、中長期の財政計画を今年つくるとい

うことで申し上げました。近視眼的にはなかなか

是正できないものも、大局的な見方をすれば、あ

る意味では是正していくこともできますし、活用

していくこともできるというふうに思いますので、

今年、中長期の財政計画を策定し公表いたします。

公表するということになれば、市民や議会の皆様

と一緒に那須塩原市の財政を共有化していくとい

うことになりますので、今後、こういった形の中

で、活用できればというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 現段階で考えられる取り

組みをお伺いいたしましたが、経済社会情勢も不

透明なまま財政運営の特効薬はそう間単にあるも

のではなく、ただし、課題に対する意識をこうし

て、議会も市民も共有していくことが大切なんだ

と思うわけであります。今回の質問において、課
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題の認識、共有もできたものと考えておりますし、

特に中長期の財政計画の策定と開示に関しまして

は、当会派が以前より関谷前代表を初めとして訴

えてきたことであり、今回前向きな答弁をいただ

けたことに、当会派としましては高く評価を申し

上げるところでございます。 

  あわせて、やはり当会派の提言に基づき取り組

んでいただいている「わたしたちのまちづくり」、

あるいは広報等にさらに工夫を凝らし、今回検証

した合併５年間の優遇財政や、それをもとにした

事業の効果というものも、市民に広く周知してい

くことは、さらなる一体感の情勢、市民との協働

のまちづくりにも大いに意義あるものと考えます

ので、ぜひ前向きにご検討いただきますことをご

提案申し上げ、この質問を終わりたいと思います。 

  ２番の質問に入ります。 

  平成21年度決算概要と平成23年度予算編成の方

針について。 

  平成21年度は、歴史的政権交代と米国に端を発

する世界同時不況等、激動の年であり、本市の行

財政運営も、少なからずその影響を受けたものと

思われます。 

  今般、平成21年度の決算概要が示されたことか

ら、その検証と現況及び平成23年度の予算編成に

向けた方針について伺うものです。 

  ①経済不況による個人・法人市民税の大幅減額

決算について、特記すべき事項、並びに本年度の

現況、さらに来年度の見通しについて伺う。また、

収納率の推移と概況、今後の対策について伺う。 

  ②定率減税廃止に伴う経過措置の最終年度を迎

えた中、本市は減収補てん債（特例分）も起債す

ることなく鋭意取り組んでいるが、今般の地方交

付税額の決定を受け、減収分を踏まえた交付税額

の検証と来年度の見通しについて所見を伺う。 

  ③地方財政健全化法に基づく財政健全化指標は、

今決算も健全財政を示しており、評価するもので

ある。特に経常収支比率は、いまだ課題を示す数

値とはいえ、合併後初めて改善傾向を示しており、

その要因と成果の検証について伺う。 

  第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） それでは、２の平成21年度

決算概要と平成23年度の予算編成の方針について

お答えをいたします。 

  ①の個人・法人市民税の大幅減額決算の特記す

べき事項、本年度の状況、来年度の見通し等につ

いてお答えをいたします。 

  まず、第１点は、特記すべき事項についてであ

ります。 

  平成20年９月のアメリカでの金融危機に起因を

する世界的な規模での景気後退の影響を受けまし

て、法人市民税では前年度比６億円を超える大幅

な減額となりました。 

  個人市民税につきましては、平成20年中の所得

への景気の後退の影響は少なく、大幅な減額は避

けられました。 

  ２点目の現況についてでありますが、個人市民

税につきましては、前年所得に課税するものであ

ることから、景気の動向に伴う所得変動への影響

はおくれて出る傾向にあります。平成22年度の当

初賦課額は前年度比４億4,000万円の減額で、当

初予算で見込んだ額とほぼ同じ調定額となってお

ります。 

  一方、法人市民税につきましては、本年度の調

定額はこれまでのところ前年度の同時期を上回っ

ております。昨年の後半から企業の業績が回復基

調をたどっていることが反映されているものと判

断をいたしております。 

  第３点目は、来年度の見通しについてでありま
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すが、現時点では、個人市民税につきましては、

平成22年度予算額から、さらに大きく落ち込むこ

とはないものと考えております。また、法人市民

税につきましては、景気の緩やかな回復基調が続

けば、税収もプラスに転じることが予想されます。 

  しかしながら、昨今の急激な為替相場の変動が、

回復基調にある企業の業績や景気にどう影響して

くるか判断が困難な状況にあり、今後とも、景気

の動向を注視した上で、来年度の予算編成に向け

て税収を見込んでまいりたいと考えております。 

  次に、収納率の推移と概況、今後の対策につい

てお答えをいたします。 

  個人市民税の収納率は、平成19年度89.52％、

平成20年度88.30％、平成21年度87.35％となって

おります。 

  また、法人市民税につきましては、平成19年度

97.71％、平成20年度は96.98％、平成21年度が

94.03％となっており、いずれの税も収納率は低

下をいたしております。 

  今年度の対策といたしましては、徴収職員を地

域担当制にすることで徴収体制を強化をいたし、

現年度未納者への早期対応を図ることで新規滞納

を抑制し、収納率の向上に努めてまいります。 

  また、滞納対策といたしましては、担税力のあ

る滞納者には厳正に差し押さえ等を行ってまいり

ます。なお、生活困窮者には執行停止を行うなど、

公平公正な税の徴収に努めてまいります。 

  続きまして、②の地方交付税額の決定を受け、

減収分を踏まえた交付税額の検証と、来年度への

見通しについてお答えをいたします。 

  本年度の普通交付税につきましては、景気低迷

を反映して法人市民税及び個人市民税が減収にな

ると見込み、普通交付税算定の基礎となる基準財

政収入額が大きく減少するものと判断をいたしま

して、当初予算に46億円を計上したところでござ

います。 

  決定額は、46億2,684万7,000円となっておりま

して、９月補正予算に2,684万7,000円を追加させ

ていただいております。これには市税の減収とと

もに、制度の改正や廃止に伴う収入の増減につい

てもおおむね反映されているものと考えておりま

す。 

  また、平成23年度の見通しといたしましては、

本年６月22日に閣議決定がなされました国の財政

運営戦略の中で、地方の一般財源の総額につきま

しては、平成22年度と実質的に同水準を確保する

と示されておることから、本年と同程度の措置が

講じられるものと予想いたしております。 

  次に、③の地方財政健全化法に基づく財政健全

化指数の改善傾向の要因と成果についてお答えを

いたします。 

  財政の健全化の指標となる財政健全化比率は、

すべて早期健全化基準等を大きく下回っており、

財政状態は引き続き健全段階にあります。 

  また、その他の財政指標についても、これまで

上昇が続いていた経常収支比率が低下するなど、

総じて改善する傾向となりました。 

  特に、経常収支比率につきましては、これまで

進めてきた定員適正化計画による職員数の減少に

伴う人件費の減や公債費の減などの経常経費の削

減策により、経常経費に充当する一般財源が減少

したことが主な要因と考えております。 

  今後も引き続き経常経費の削減を進め、健全な

財政運営の維持に努めていかなければならないと

考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

  ただいまの答弁で、大きく落ち込んだ法人市民
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税も今年度回復基調を感じさせる傾向があったも

のの今般の急激な円高、株価の下落と、予断を許

さない状況が続いているということでありました。 

  しかしながら、本市の財政運営上からは、何と

か基準財政収入額の減収分を賄う建前どおりの普

通交付税が交付されていることにより、健全財政

が維持されているものと判断いたします。 

  さらには、減収分を補う減収補てん債は起債せ

ず、臨時財政対策債も抑制しながら、財政運営を

行っている姿勢についても財政指標が健全性を示

す一因になると評価するところであります。 

  しかし、一方で本当にやりたい事業、やらなけ

ればならないような事業が果たしてできているの

か、中止したり延期されてはいないのかという問

題も感じるわけであります。 

  そこで、伺います。臨時財政対策債の起債限度

額に対し、近年どの程度の起債を行っているのか、

その方針を含めお伺いをいたします。 

  また、政権交代等による地方予算の変動分は別

といたしまして、起債の抑制と事業の抑制との現

況、考え方についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 臨財債の件についてお

答えしたいと思います。 

  臨財債につきましては、議員ご案内のように、

本来地方交付税として交付されるべきところを、

国の財政不足によって、国が借金するかわりに地

方が借金するという制度でございまして、その内

容については100％ほかの償還分の中に、交付税

の中に算入されるということでございます。 

  そういうことでありまして、本市の場合、平成

17年度から平成20年度まで、これまでの間につい

ては限度額目いっぱい臨財債を発行してまいりま

した。数字で申し上げますと、平成17年度は12億

8,700万円、それから平成18年度は11億9,000万円、

それから平成19年度は10億8,000万円、20年度は

10億1,000万円、これが限度額でございまして、

この限度額を100％で発行してきた、起債してき

たというところでございます。 

  しかし、21年度になりまして、発行限度額が15

億7,000万円という形になりました。21年度につ

きましては、10億円発行しまして、63.7％の発行

に抑え、20年度は当初予算に申し上げましたよう

に、29億8,000万円の限度額があるという中で、

本議会で５億円減額させていただく予算を計上し

ておりますので、最終的には10億円という形にな

りますと、33.5％という形になります。 

  先ほど申し上げましたように、臨財債といえど

も借金ですので、これについてはできるだけ基準

財政需要額の中には算入されますけれども、借金

ということになりますと、今年度負担がふえてい

くというようなことがございますので、できるだ

け発行は控えたいというふうに考えておりまして、

これまでのように約10億円程度、この臨財債のほ

うで発行できればというふうに考えています。具

体的にどの事業ということではありませんが、今

後も総体的に10億円程度に抑えていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 了解をいたしました。 

  難しい問題でありますが、先ほど来、本市の財

政運営の姿勢は十分に評価に値するものと考えて

おりますが、本当に必要な事業まで抑制すること

のないよう、めりはりの効いた運営をお願いする

ところでございます。 

  さて、臨時財政対策債の起債を抑制している現

況を伺いましたが、これは③の財政指標の１つ、

経済収支比率にも大きくかかわっているわけであ

ります。財政の硬直が高い比率で、本市は示され
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ているわけでありますが、この経常収支比率の２

とおり分の数値について、それぞれ県内14市中の

順位及び全国類似団体中の順位をお示しをいただ

ければお願いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 経済収支比率のご質問

にお答えしたいと思います。 

  21年度の決算で経常収支比率が20年度から比較

しまして、97.5％から94.2％ということで、3.3

ポイント改善をしたところでございます。ただし、

3.3ポイント改善いたしましたが、県内での順位

は14市中14位ということでございます。 

  それから、全国の分野の中での順位ということ

でございますが、類団の累計でいいますと、人口

が10万以上、それから15万人未満の中で、産業区

分別からいいますと、39の都市がございますので、

39の都市のすべてを私どものほうで把握している

わけでございませんので、類団の中の順位という

のは申し上げられませんが、特に主な都市として

挙げられますのは、近隣でいいますと、茨城県の

土浦市、これが89.4％になります。それから福島

県の会津若松市、これが88.7％、山形県の鶴岡市、

これが93.4％、それから酒田市が92.7％というこ

とで、いずれも本市の数字よりは下回っておりま

して、本市の経常収支比率の率が高いということ

は言えるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） ただいまの数字を見まし

ても、本市の経常収支比率が高い現実には変わり

ありませんが、お示しいただいたように、臨財債

や減収債を抜いた順位のほうが上位に上がるわけ

でありまして、これは先ほど伺ったように、本市

が臨財債の起債を抑制している結果と言えるわけ

であります。 

  言いかえれば、本市が臨財債を満額発行すれば、

数値上あるいは順位上は改善されるわけでありま

す。これについても、本市の財政運営が数値のマ

ジックに目を向けることなく、財政の本質と向き

合っているものとして評価したいと思います。 

  しかし、他の財政指標等は決して悪くないのに、

なぜ経常収支比率だけが突出して悪いのでしょう

か。当会派では、本市の特色を示す興味深いデー

タを目にしました。それはラスパイレス指数と職

員定数の削減状況とのアンバランスを示す数値で

あります。 

  最近のデータで平成20年のものになりますが、

総務省発表の市町村財政比較分析表によれば、本

市の職員数は人口1,000人当たり6.79人で、類団

平均7.46人、栃木県市町村平均が7.27人をともに

大きく下回っておりまして、類団内順位も39団体

中12であります。一方、ラスパイレス指数につい

ては、本市が100.8に対し、類団平均が98.3、全

国市平均98.4、約2.5ポイント上回っておりまし

て、類団内順位も39団体中35位でありました。 

  つまり、本市の場合、職員数の削減はかなり進

んでいるにもかかわらず、職員給与、人件費はか

なり高いということが言えるのではないでしょう

か。ただし、合併という特殊事情をおいてきてい

ることもあり、職員の年代構成には多少のアンバ

ランスが生じることも仕方のないことと考えてお

ります。 

  そこで、伺いたいと思います。本市の職員につ

いて、給与等級ごとの人数と総額をお伺いいたし

ます。また、あわせて、ただいまの分析に対する

見解もお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 経常収支比率の中の高

い要因ということで、職員の等級ごとの人数とい
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うことでございますので、それについてお答えし

たいと思います。 

  ことし４月１日現在の行政職の人数が762名で

ございます。そのうち、部長級というのが７級、

８級でして22名でございます。それから課長級が

６級でございまして56名です。それから課長補佐

が５級ということで141名おります。それから係

長、主査が４級ということになりますので、206

名になります。主任が３級ということになります

ので、170名。それから主事が２級、１級という

ようなことで167人でございます。 

  職員数については以上ですけれども、経常収支

比率の関係とラスパイレスの関係についてでござ

いますが、ラスパイレスの指数については、私ど

ものほうの担当も、なぜほかの団体と違って108

ということで高いのかということで調査研究をし

ているところですが、なかなかその結果がまとま

りません。内容については、今どういうことなの

かと、今といいますか、これまでずっと102、108

というようなところできておりますので、その原

因については検討しているところでございます。 

  ただ一つだけ、経常収支比率について申し上げ

ますと、経常収支比率の充当額の中で一番大きい

のが、やはり人件費、それから扶助費、公債費と

いうところが大きいわけですけれども、14市の中

で、まず公債費、一般財源のうちの公債費に充当

する一般財源、これが本市の場合は19.54％とい

うことで、14市中一番多いということでございま

す。２番目に多いのが日光市でありまして、その

次が大田原市。那須塩原市、日光市、大田原市と

いうところでございます。分析したわけではござ

いませんが、合併をして行政面積が大きくなって、

そういう意味では整備面積でありますとか、そう

いったものに対して、合併特例債を発行して都市

区間の整備とか、そういったものを行っていると

いうことが、この数値から見えるのではないかと

いうふうに思っております。 

  それから、扶助費につきましては、14市中４番

目に多いわけでございます。8.63％ということで

して、これについては宇都宮市、足利市、鹿沼市

に続いて、那須塩原市が多く扶助費を充当してい

るということでございます。 

  最後に、人件費でございますが、人件費につい

ては、意外ではありますが、14市中、後ろから３

番目しか充当していない、12番ということでござ

います。22.64％ということで、那須塩原市の次

に、下野市、真岡市というところがありますけれ

ども、人件費についてはこの14市の中で言えば、

一般財源を充当しているというような数字にはな

っておりません。現実的にラスパイレスの関係と

この経常収支比率の関係がどうなのかはわかりま

せんが、この経常収支比率だけで言えば、人件費

が大きいというところにはならないというふうな

ところで考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 主に了解であります。 

  やはり、等級上位の職員率が若干高いというこ

とが言えるかとは思いますが、ただ先ほど申し上

げましたとおり、責めているわけでもございませ

ん。むしろ、現在は作為のない特殊な状態ととら

えれば、定員適正化計画に基づき定数管理のバラ

ンスが整えば、自然の中で人件費の削減が起こり、

結果として経常収支比率の改善が見られるのでは

ないかということも仮説が立てられるわけであり

まして、そこで伺います。 

  定員適正化計画に基づき、ただいまの仮説から

も本質的な効果が期待できるのはいつごろであろ

うか、あわせてこの仮説についての所見もちょっ

とお伺いしたいと思います。 
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○議長（君島一郎君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 定員適正化計画につい

てのお尋ねでございますので、お答えしたいと思

います。 

  定員適正化については、ご案内のように平成17

年度合併当時950人の職員がいましたけれども、

本年４月１日では859人という形で、約90人ほど、

定員適正化計画の中でも実質においても下がって

きているというようなところでございます。この

定員適正化計画に基づいて現在の採用については、

約20名前後の一般職の採用をやっておりまして、

これが平準化をしていくということで、退職者数

と同じだけ採用してしまいますと、また同じよう

な状況になってしまうというようなことから、20

人前後を目標として採用を行って適正化計画を進

めているというところでございます。 

  本市の状況なんですけれども、５歳階級別の職

員数をちょっと出してみました。そうすると、56

歳から60歳の人数が139人でございます。それか

ら36歳から40歳のところが130人、この36歳から

40歳というのが団塊ジュニア世代と言われている

ところでございます。本市の職員の傾向としては、

この２つの山が大きくあって谷があるというよう

なことになっております。こういうことからいい

ますと、先ほど申し上げましたように、平均とし

て20人前後を採用しておりますので、この形でい

いますと、１つの56歳から60歳の山が過ぎて、51

歳までいきますけれども、10年後には定員適正化

の計画の効果といいますか、そういうものがあら

われてきて、平準化が図られていくんではないか

というふうに考えているところでございます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 了解をいたしました。 

  平成21年度決算の状況からも本市の財政運営に

は大いに努力の成果が見られるものであり、その

結果、財政指標も健全領域を示す中、ただいまの

検証の仮説がすべてではありませんが、経常収支

比率も多少改善されていくものと期待をしたいと

思っております。 

  現代の大変厳しい財政状況をかんがみ、この１

項目、２項目とあわせて、本市の財政問題の一部

について伺ってまいりました。あめといわれた合

併特例の財政優遇措置もほぼ額面どおり大きな金

額が措置されてきたことも検証できました。さら

に平成21年度決算の状況も踏まえた本市の課題、

加えて特例期間の終了に伴う課題についての認識

も確認、共有することができました。特に、特例

期間終了後も合併特例債の償還に係る普通交付税

での措置には、国の財政状況からもいまだ懸念を

抱くところもあり、注視が必要と感じております。 

  これから、それらを踏まえ、今後のさらなる本

市の財政運営に対するたゆみない努力をお願い申

し上げまして、この質問を終わりたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） それでは、３問目の質問

を行いたいと思います。 

  ３、「市民との協働によるまちづくり」につい

て。 

  総合計画のまちづくりの基本理念の１つである

「市民との協働によるまちづくり」をより全市的

に推進するため、今般「那須塩原市協働のまちづ
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くり指針」の策定に取り組むとされることから、

その有効性、実効性を期待し、伺うものです。 

  ①策定会議の設置目的と運営体制、構成メンバ

ー等について伺う。 

  ②協働のまちづくり庁内研究会の設置目的と活

動内容、実績等の詳細を伺う。 

  ③策定スケジュール及び後期基本計画との関連

性について伺う。 

  ④「まちづくり指針」策定後における具体的推

進体制、方法を伺う。また、市長の描く「市民協

働」の反映と整合性についてお伺いをいたしまし

て、第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ３の「市民との協働による

まちづくり」について、順次お答えをいたします。 

  まず、①の策定会議の設置目的と運営体制、構

成メンバーについてでありますが、「協働のまち

づくり指針策定会議」は、市民と行政が取り組む

べき方向性を示し、共通の目標や理念に向かい、

お互いに努力すべき内容を定め、指針を策定する

ために設置をするものであります。 

  策定に当たりましては、市民の皆さんと私ども

職員が一緒になり、協働による調査、研究活動を

行い、指針案をまとめるものであります。 

  構成メンバーにつきましては、学識経験者及び

自治会、コミュニティー、ＮＰＯ、車座談義、ボ

ランティア団体、女性団体、観光協会、商工会な

どの団体から、さらに一般公募による選考と市職

員の合計26名以内で予定しております。 

  次に、②の協働のまちづくりの庁内研究会の設

置目的と活動内容、実績等についてでありますが、

協働のまちづくりについて、庁内で相互理解を深

めるために研究会を設置いたしました。 

  昨年８月から今年２月までに計７回の研究会を

開催し、現状と課題の洗い出しや取り組み方の方

策について検討を行い、研究内容をまとめました。 

  次に、③の策定スケジュール及び後期基本計画

との関連性についてでありますが、第１回策定会

議を今月下旬に行い、月１回程度の会議を開催し、

来年６月ごろまでに指針案を策定する考えであり

ます。 

  今回策定する指針は、総合計画のまちづくりの

基本理念の１つである「市民との協働によるまち

づくり」をよりわかりやすく説明するものであり

ます。これにより、市民と行政が協働について理

解を深めることができ、協働のまちづくりが推進

されるものと考えております。 

  次に、④の「まちづくり指針」策定後における

具体的推進体制、方法につきましては、策定を進

める中で検討してまいりたいと考えております。 

  また、私の考える市民との協働についてであり

ますが、総合計画でも示してありますように、市

民と行政が共通の目的を持ち、役割と責任を担い

合い、お互いの特性を認め、尊重しながら協力す

るということであり、この方針を基本として指針

の策定を進めてまいりたいと考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） それでは、順次、再質問

をいたしたいと思います。 

  策定会議の目的、並びに運営体制については、

市民と行政が取り組むべき方向性を示し、共通の

目標や理念に向かい、お互いに努力すべき内容を

定めた指針を策定するとのこと。また、市民の皆

さんと職員が一緒になり、協働により調査、研究

活動を行うということは了解をいたしました。 

  また、構成メンバーにつきましては、学識経験

者及び市内の各種団体、一般公募と市職員の計26

名以内ということでございますが、学識経験者に
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ついては、大学教授１名となっております。同じ

教授でもこの地に生活の根をおろし、当地方の歴

史や生活観、住民の人間性など市民と共有するこ

とができる人の人選が望まれると思いますが、ど

のようにお考えになっているかをちょっとお聞か

せください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） ただいま構成メンバー

の学識経験者についてということでございますけ

れども、現在、市としましては那須塩原市在住の

国際医療福祉大学の講師にお願いをすべく話を進

めているところでございます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 了解をいたしました。 

  そのような方が座長なり委員長になって進めら

れていくと思っておりますんで、よろしくお願い

したいと思っております。 

  先ほどの答弁で、協働のまちづくりについて、

庁内で相互理解を深めるために研究会が設置され、

７回研究会が開催され、現状の課題の洗い出しや

取り組みの方策についての検討を行い、研究内容

をまとめたとのことでございますが、そのような

内容をちょっとお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 昨年、庁内研究会で研

究をしました研究内容というご質問ですけれども、

大きく分けまして研究内容５点ほどございます。 

  まず、１点目につきましては、協働とは何だと

いうようなことで、協働のまちづくりのとらえ方

を整理しました。そして、２点目としまして、現

状と課題というようなことで、協働のまちづくり

における課題の洗い出しを行いました。３点目で

すけれども、この現状と課題を踏まえまして、協

働のまちづくりを実現するための方策の検討を行

いました。そして、４点目ですけれども、協働の

指針の事例研究、そして、最後に指針の方針の検

討を行う。 

  研究内容については、以上のようなことでござ

います。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 了解をいたしました。 

  そういった研究等々をたたき台にされまして、

策定会議に重ねていくのではなかろうかと思って

おります。 

  今後のスケジュールにつきましては、今月の下

旬に第１回の策定会議を行い、月１回のペースで

開催されて、10回ぐらい会議されるようになりま

すね。来年６月には指針案を策定し、市長に提案

するようなことであり、また後期基本計画との関

連については、「市民との協働によるまちづく

り」をよくわかりやすく説明するものであり、こ

れにより市民との協働についての理解を深めるこ

とができ、私も理解するところであります。 

  総合計画の中で、協働のまちづくりの施策の内

容に、「市民が市政に主体的に参加できるよう市

民と行政、事業者などの役割と責任を明らかにし、

協働のまちづくりを推進します」とうたっており

ます。役割と責任を担うのに一つの物差し、ルー

ルがあればわかりやすいのではないかと思います

が、例えば、その最たるものが自治基本条例であ

ろうと思います。策定を進める中で、自治基本条

例あるいはそれにかわる物差しについて、どのよ

うに考えているかをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（石川 健君） 今回、策定する指針と

自治基本条例との関係ということでございますけ
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れども、今回の指針策定は、あくまでも協働のま

ちづくりについての基本的な方向性を示し、市民

と行政がともに協働についての共通の理解を深め、

協働のまちづくりを推進するために策定するもの

でございます。 

  これに対しまして、自治基本条例は、自治体運

営の基本原則を定めた条例でございまして、自治

体の憲法とも言われているものであります。一般

的には、自治体運営の当事者である市民、議会、

行政の３者がまちづくりに関する基本的な考え方

を共有し、行政運営、議会運営及び地域社会の公

共についての仕組みを定めるというものでありま

して、十分な理解と慎重な議論の上で策定される

ものと考えます。 

  こういうことからしますと、指針の策定による

市民協働の意識の高まりが自治基本条例について

のきっかけになる、このように思うところでござ

います。いずれにしましても、今後、市民と協働

による地域づくりを進めていく中で、研究してい

きたい、このように考えております。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） わかりました。 

  いずれにしましても、策定の中でそういった方

向性に進む場合もあり得るというような理解でよ

ろしいかと思いますが、そんな中で、私ども議会

の中におかれましても、活性化委員会、特別委員

会の中で、議会基本条例というものの勉強会が始

まっているところでございまして、先月、ちょっ

と視察に行ってまいりました。今後は、講演会

等々で自治基本条例とは何ぞやというものについ

ても勉強していこうということになっておりまし

て、まさに今、先ほど部長が答弁されましたよう

に、自治基本条例、議会基本条例、一体となって

進んでいくべき方向性になっていくのが一番理想

かと思っておりますんで、そういった方向に行け

れば、私ども議会とも連携をとりながら進めてい

っていただけるということを期待してまいりたい

と思っております。先ほどの答弁で、反映と整合

性については理解をするところでございます。 

  きょう、自宅を出るときに市長の室内用選挙ポ

スターが目に入りました。「市民とつくる協働の

まちづくり」と書いてありまして、市長のキャッ

チフレーズであるまちづくりの思いが込められた

フレーズと感じております。まさに、市民と行政

が目的を共有し、役割と責任を担い合い、お互い

の特性を認め尊重しながら協力するとの考えを基

本とされる市長の理念が生かされた策定会議とな

ることを希望し、次の質問に入りたいと思います。 

  最後の質問となります。 

  ４、「ファミリーサポートセンター事業」につ

いて。 

  会員相互による育児の相互援助活動を実施し、

育児に関する負担の軽減及び児童福祉の充実のた

めに、本市においても、「ファミリーサポートセ

ンター事業」への取り組みが試されることとなっ

ております。少子化社会への対応、子育て支援策

の充実に向け、実効性のある事業が求められるこ

とから伺うものです。 

  ①本市におけるファミリーサポートセンター開

設の目的及び進捗状況、今後のスケジュールを伺

う。 

  ②本市が描く「ファミリーサポートセンター事

業」の概要（運営体制、開設場所、サポートメニ

ュー、事業費等）を伺う。 

  ③開設に当たってのニーズ調査、現況分析を伺

う。また、その解決に向けた本事業の実効性及び

他の子育て支援策との関係について伺う。 

  第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（栗川 仁君） ４のファミリーサポートセ

ンターに関しましてのご質問に順次お答えをいた

します。 

  ①の開設の目的についてでありますが、会員間

の相互援助活動を通して、仕事と育児が両立でき

る環境の充実を図ること、また、子育てを支援で

きる地域づくりを市民の皆さんとともに進めてい

くことを目的として開設するものであります。 

  次に、進捗状況についてでありますが、ファミ

リーサポートセンターにつきましては、計画の段

階から市民との協働が必要であると考えており、

現在、公募による市民の構成する開設検討委員会

の設置を進めておるところであります。 

  今後のスケジュールにつきましては、今月の下

旬に第１回の検討委員会、また、11月には、子育

てサポーター養成研修会の開催を予定しておりま

す。 

  次に、②の事業概要でありますが、ファミリー

サポートセンターは、子どもの預かりなどの援助

を受けたい依頼会員と、その援助を提供したい提

供会員、援助を依頼することも提供することもあ

る両方の会員及び会員の仲介役となるアドバイザ

ーから成る会員組織であります。 

  援助の内容であるサポートメニューといたしま

しては、保育時間外や学校の放課後に子どもを預

かること、保育施設等への送迎をすること、保護

者の外出時や病気、冠婚葬祭などの急用時に子ど

もを預かることなどが考えられます。 

  運営体制や開設場所、サポートメニューなどに

つきましては、先ほど申し上げました検討委員会

の中で協議をしてまいりたいと考えております。 

  ③のニーズ調査、現況分析についてであります

が、ニーズ調査につきましては、本年３月に公表

いたしました次世代育成支援対策行動計画後期計

画を策定する際に行いました。その結果、就学前

児童の保護者の61％、小学生の保護者の52％が、

ファミリーサポートセンターが必要であると回答

をいたしております。 

  利用目的といたしましては、祖父母や近所の人、

友達などに預かってもらえないときや冠婚葬祭や

買い物などの外出時、保育施設などの利用時間を

補うための朝・夕の時間に利用したいという声が

多く寄せられておるところであります。 

  この結果からは、市民が保育園や学校、放課後

児童クラブなどの保育サービスのほか、緊急時に

利用できるような多様な子育て支援を求めている

ということが見えてきます。 

  次に、本事業の実効性とほかの子育て支援との

関係についてお答えをいたします。 

  本事業は、保育園を初めとする子育て支援策を

推進する中にあって、これまでの施策ではカバー

がし切れない、よりきめ細かなニーズにこたえる

事業であります。 

  こうした多様なニーズにこたえることは、地域

の子育ての機能の低下や核家族化などによって生

じた身近な課題に対応するものであり、その実効

性は高いものと考えております。 

  課題といたしましては、依頼会員に対応できる

だけの提供会員を十分に確保することであります

が、今後、各種の子育て支援団体等に働きかけ、

サポーター養成研修会に出席をしていただき、提

供会員の確保に努めてまいります。 

  また、保育園や放課後児童クラブなど、ほかの

子育て支援施策との関係につきましては、従来の

施策を補完する、あるいは結びつけてその効果を

高めるものであると認識をいたしておるところで

ございます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 再質問させていただきま
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す。関連がありますので、一括して質問していき

たいと思います。 

  公募による市民で構成する開設検討会の設置を

進めているとのこと、また、今月下旬には第１回

の委員会を開催するとのことでございますが、委

員の構成、また、構成委員の地区割り状況をお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） お答えいたします。 

  開設検討委員会でございますが、現在のところ、

12名の応募がございます。構成的には黒磯地区が

６名、西那須野地区４名、塩原地区２名でござい

ます。年齢構成としては、35歳から68歳の方とい

うことになってございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） ただいまの答弁では、バ

ランスがとれていて、旧３市町内のメンバーがそ

ろっているという感じがいたしておりまして、了

解でございます。 

  運営体制や開設場所、サポートメニューにつき

ましては、検討委員会の中で協議されていくとの

ことでありますが、運営母体、直営になられるの

か民営か、そういった初めとする体制のイメージ

はどのように考えているかをお聞かせいただきた

いと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） イメージというこ

とでございますが、具体的にはこれから検討とい

うことになるんですが。イメージとしては、県内

の状況を見ますと、直営と委託が半々でございま

すので、当面は直営で始まって、間もなく民間と

いう形がいいかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 今の答弁でございますと、

当面は直営ということでございまして、他市町に

よりますと、ＮＰＯ法人等々の方が委託されて運

営されているということもお聞きしているところ

でございますが、その中でやはり直営と民営、そ

ういった中には最終的には事業費のかかりぐあい、

そういったものにも左右されていくかと思います

んで、その辺を考慮しながら当面は直営でやって

いただいて、最終的には民営にというイメージが

よろしいのではなかろうかと思いますので、その

方向で検討していただければと思っております。 

  要望になりますが、センター設置場所につきま

しては、旧黒磯、西那須野、塩原３地区の利用者

が利用しやすい中間的な立場が望ましいと思いま

すが、どのように考えているかをお聞かせくださ

い。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 設置場所について

は、やはり利用者のほうの考慮も必要だと思いま

すんで、中心点といいますか、重心点になってこ

ようかなと。そういった場合には、総合計画のほ

うとの関連も出てきますが、やはり那須塩原駅、

もっと大きく言う形で言えば、東那須地区あたり

が西那須蛇尾川越えたところも含めてなんですが、

あたりが一番よろしいかな、将来的にというふう

に思っております。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 私の提案なのですが、間

もなく完結を迎えようとしております那須塩原駅

前にある区画整理事務所ですか、あれが間もなく

完結されようとしておりますが、そういった事務

所の活用を考えるのも１つではなかろうかと思い

ますが、どう考えておりますか、お聞かせくださ
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い。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 場所的にはこれか

ら検討ということなんですが、今ご提案がありま

したところも非常に有効であるというふうに、担

当部局では思っております。これから庁内の調整

をしていきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 了解をいたしました。 

  先ほど、ニーズ調査の結果、市民の多くがファ

ミリーサポートセンターが必要であると回答され

ていることは、これまでの子育て支援施策ではカ

バーし切れない、よりきめ細かなサービスを必要

としているニーズに対応されるにも、サポートセ

ンターの役割、非常に重要であろうと思っており

ます。本県においても、多くの自治体が既に事業

化していると思いますが、先進事例として他市町

の検証は行ったのか。また、その感想はいかがな

ものかをちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（室井忠雄君） 県内の状況でござ

いますが、14市中、既に設置している市が10個ご

ざいます。よって、那須塩原も含む４市がまだ未

設置であるということでございます。こういうこ

とでありますんで、私どものほうは少しおくれて

出発ということになります。その分、いろいろな

要素が取り入れられて、より効果的なものができ

るんじゃないかなというふうに思っておりますが、

本ファミリーサポートセンターの設置については、

市長の公約にもなってございますので、積極的に

取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 14番、中村芳隆君。 

○１４番（中村芳隆君） 今、答弁にもございまし

たように、14市中、10の市で運営されているとい

うことでございまして、ちょっとおくれているん

ではなかろうかという印象も受けるわけでござい

ますが、市長の公約にも入っておりまして、一生

懸命やろうという取り組みは理解するところでご

ざいます。せっかく、そういう先進事例もたくさ

んございますので、先ほど答弁ございましたよう

に、いいとこどりと言っては失礼ですが、そうい

ったものも考えられると思います。 

  私どもの会派、先月12日、非常に暑かったお盆

前でございますが、先進地の１つである四国の今

治市に視察研修に行ってまいりました。ファミリ

ーサポートセンターを初め、14の子育て支援事業

に取り組んでおります。まさに、子育てをする方

にきめ細かくサービスが提供できるシステムが構

築されておるのが感じられました。提供会員の確

保へは、人間関係のトラブル等、課題もあります

が、こんな文言があります。「トラブルを否定す

るものではなく、起きても大丈夫なルールをつく

る」、これ参考でございますが、検討委員会など

においては、ぜひ先進事例等をしっかりと検証さ

れまして、できることから着実な体制を構築し、

安心して、そして利用しやすいファミリーサポー

トセンターとなりますことをご期待申し上げまし

て、この項の質問を終わりたいと思います。 

  今回、合併における財政優遇措置、さらには５

年間の財政状況の検証と、21年度の決算を受け、

財政面の確認をさせていただきました。厳しい財

源の中での財政運営ではありますが、おおむね健

全な運営が確認され、全庁挙げての取り組みに一

定の評価をさせていただきたいと思います。 

  また、市政運営においては、厳しい財政の中で

ありますが、市民の皆様と行政が一体となって取

り組む協働のまちづくりの諸施策等々、希望が持
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てるまちづくりにさらなる市政の運営をご期待い

たし、会派那須塩原21の代表質問を終わりといた

します。 

○議長（君島一郎君） 以上で、那須塩原21の会派

代表質問は終了いたしました。 

  以上で、会派代表質問、通告者の質問は全部終

了いたしました。 

  会派代表質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時４２分 
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平成２２年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

                            平成２２年９月６日（月曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会派代表質問 

    １４番 中村芳隆議員 

      １．合併特例法による財政優遇措置の検証と今後の財政運営について 

      ２．平成２１年度決算概要と平成２３年度予算編成への方針について 

      ３．「市民との協働によるまちづくり」について 

      ４．「ファミリーサポートセンター事業」について 
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